
 

令和７年産収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）について 

 

鹿児島県拠点経営所得安定対策ナラシ担当 

1.  ナラシ対策は、経営に着目したセーフティーネットであり、米、麦、大豆の農業収入全体の減少よる影響

を緩和するための制度であり、令和７年産は県全体で 223 経営体が加入しました。 

2.  令和７年産米につきましては、依然として販売価格は高く推移していますが、仮に標準収入額を下回る

こととなればナラシ対策の発動となりますので、発動に備えて準備を行っていく必要があります。 

3.  このため、申請者が収入減少影響緩和交付金の交付申請書（様式第 10-1 号）と数量確認書類（①～

⑤）を提出できるよう、ナラシ加入者の米の販売確認等（証拠書類の準備）を早めにお願いします。 

① JA・集荷組合へ出荷する米については、県拠点から JA・集荷組合へ２月中に米穀の数量証明の依

頼を行い、３月中に県拠点へ数量証明書の提出をしてもらうスケジュールで準備を進めています。 

※ ５年産より系統出荷分のゼロ契約は対象外であり、加入申請時に提出した米穀の出荷・販売契

約数量報告書（様式１０-１１号）で計画したものが対象となります。（7 ページからの R５年産以降の

ナラシ事前契約関係の注意点について） 

② JA・集荷組合以外に販売した米及び直接消費者へ販売した米については、米穀の検査証明書や、

販売伝票等で販売が確認できる書類の提出が必要です。 

この際、販売伝票等で主食用として出荷・販売したことが確認できる事が必要です。（５年産より

申請時に販売計画を立てたものが対象となります。） 

③ 申請者は、令和 7 年産から②の JA・集荷組合以外に販売した米及び直接消費者へ販売した米に

つきましては、直接販売した米穀の販売数量報告書（参考様式９号：令和８年４月改正予定）又は当

該様式と同様の事項が記載された一覧表の提出が必須化されました。（14ページからの直接販売

した米穀の数量報告書（一覧表）の提出必須化について） 

④ このため、申請者は、収入減少影響緩和交付金の交付申請書（様式第 10-1 号）、③の直接販売し

た米穀の販売数量報告又は一覧表、米穀の検査証明書、販売伝票等の確認書類等の提出が必要

です。 

⑤ なお、農産物検査によらない方法により数量確認した場合もナラシの交付対象となります。（5 ペー

ジの資料をご確認ください。） 

 

資料３－２ 
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4. 協議会は、申請者から３の交付申請書類等が提出されたら、直ちに申請内容を照合・確認し、申請内容を

データ化する。（統合ツール又はスタンドアロンツール） 

協議会は、収入減少影響緩和交付金の交付申請書（様式第 10-1 号）、直接販売した米穀の販売数量

報告書（参考様式９号：令和８年４月改正予定）又は当該様式と同様の事項が記載された一覧表、申請内

容を入力したデータを拠点へ提出する。 

なお、申請者から提出された販売伝票等の確認書類は、協議会止まり。（14 ページからの直接販売し

た米穀の数量報告書（一覧表）の提出必須化について） 

 

5. 集落営農組織の構成員が収入保険に加入している場合の生産実績数量の控除については、6 ページの

資料を一読いただきますようお願いします。 
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　（交付申請書に、当該構成員に係る数量が確認できる書類を添付して提出してください。）
※集落営農で取り組んだ農産物の生産実績数量から、構成員Aの数量を控除する必要があります。

集落営農の構成員が収入保険に加入している場合の
ナラシ対策の生産実績数量の控除について

① 控除が必要な場合
　枝番方式（構成員ごとの作付面積、収穫量、売上が把握できる場合）

構成員A ◯◯集落営農（枝番方式）

収入保険
（野菜＋米）

ナラシ対策
（米＋大豆）

構成員A

野菜

◯◯集落営農（構成員A）

米

◯◯集落営農（構成員Ｂ）

大豆

◯◯集落営農（構成員Ｃ）

米

◯◯集落営農（構成員Ｄ）

大豆

② 控除の必要がない場合
　プール方式（構成員ごとの作付面積、収穫量、売上が把握できない場合）

構成員A ▲▲集落営農（プール方式）

収入保険
（野菜）

ナラシ対策
（米＋大豆）

（構成員個人で取り組んでいる農産物のみで収入保険に加入しており、重複加入となっていないため。）

構成員A

野菜

◯◯集落営農（構成員A）

米

◯◯集落営農（構成員Ｂ）

大豆

◯◯集落営農（構成員Ｃ）

米

◯◯集落営農（構成員Ｄ）

大豆

※集落営農で取り組んだ農産物の生産実績数量から、構成員Aの数量を控除する必要はありません。

収入保険

ナラシ対策

収入保険

ナラシ対策

令和８年４月に提出いただく、令和７年産の収入減少影響緩和交付金（ナ

ラシ対策）の交付申請に当たっては、次の点に御留意ください。

連絡先：九州農政局鹿児島県拠点（０９９－２２２－７５９１）

担当：堀留・林・南柿 （経営所得安定対策担当）

ナラシ対策と収入保険は重複加入ができないこととなっているため、収

入保険に加入している構成員がいる場合、集落営農の経理処理の方法（い

わゆる枝番方式、又はプール方式）の違いにより、４月の交付申請におい

て、集落営農の生産実績数量から当該構成員分の数量を控除する必要があ

る場合と必要がない場合がありますので、今一度、構成員ご本人に収入保

険の加入内容についてご確認ください。

６



７



８



９
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農林水産大臣　殿

申請者 住　所
氏　名

※返納を申し出る場合は、チェック欄に✔してください。

１　米穀

（注意事項）

２　畑作物
・ 北海道・収入保険に加入している構成員のいる集落営農　⇒内訳を裏面に記載します。
・ ⇒畑作物の直接支払交付金における数量払の交付申請書に記載した品目ごとの品質

区分別生産量の合計を、収入減少影響緩和交付金における生産実績数量として申請
します（裏面は省略します）。

上記以外

（１）農産物検査３等相当以上かつ、農協又は主食集荷組合傘下業者へ販売又は販売委託した数量

地域等区分

kg

kg

kg

　米穀の生産実績数量の記入に当たっては、種子用に供される米穀、用途限定米穀及び自家消費用米
その他の本交付金の交付対象とならない米穀は、生産実績数量には含めないでください。

・

・

kg

kg

kg

kg

kg

kg

（２）農産物検査３等相当以上かつ、（１）以外の者に直接販売した数量

kg

kg

kg

　収入減少影響緩和交付金の交付を受けたいので、以下の生産実績数量に基づき計算される金額
の交付を申請します。なお、交付決定後の積立金残額の返納意向については、以下のとおりで
す。

交付決定後の積立金残額の全額について、その返納を申し出ます。

（積立申出時）
販売計画数量

kg

生産実績数量
（販売実績数量）

kg

販売先
下記から選択してください

①卸・小売
②外食・中食

③消費者
④その他

地域等区分

kg

（３）　合計（（１）＋（２））

kgkg

kg

kg

地域等区分

収入減少影響緩和交付金の交付申請書

kgkg

生産実績数量
（出荷・販売実績数量）

kg

kg

kg

kg

kg

kg

（積立申出時）
契約数量

kg

生産実績数量

kg

kg

□

　１の（１）の出荷・販売先別の生産実績数量（出荷・販売実績数量）が、積立申出時の契約数量を
超過する場合は、更新後の契約数量を確認できる書類を併せて提出してください。更新後の契約数量
が確認できない場合は、積立申出時の契約数量が生産実績数量となります。

  年産
様式第10－１号Ａ

出荷・販売先

日年 月

交付申請者管理コード

法人等にあっては、名称及び代表者の氏名
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（注意事項）

（削除）（削る。）

kg

kg

kg

kg

kg

kg

　　　（北海道・収入保険に加入している構成員のいる集落営農に該当する場合）

kg

kg

・

・

・ 　生産予定面積の申出の有無に関わらず、数量払の交付対象数量がある対象作物については、生産実
績数量として交付対象となりますので、当該対象作物に係る生産実績数量を全て申告してください。

　収入減少影響緩和交付金の対象作物について収入保険に加入している構成員のいる集落営農にあっ
ては、米穀及び畑作物のいずれも、対象作物ごと、地域等区分ごとの生産実績数量から、当該構成員
の分を除いた生産実績数量を申告してください。

　米穀及び畑作物のいずれも、対象作物ごと、地域等区分ごとの生産実績数量を確認できる書類を添
付してください（畑作物の直接支払交付金における数量払（以下「数量払」と言います。）の交付申請
数量と同じ数量の場合は、添付する必要はありません。）。また、集落営農であってその構成員に収入
減少影響緩和交付金の対象作物について収入保険に加入している者がいる場合にあっては、当該構成員
に係る数量を確認できる書類も添付してください。

対象作物 地域等区分 生産実績数量

kg

畑作物

様式第10－１号Ｂ
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ナラシ_別紙参考様式第５号 

 

 

収入減少影響緩和交付金の積立金返納申出書 

 

年  月  日  
 

地方農政局長   殿 
    北海道農政事務所長 
    沖縄総合事務局長 
 

住 所 
氏 名    法人等にあっては、 

                         名称及び代表者の氏名 
 

交付申請者管理コード                   

 

私が積立金管理者に対して積み立てた収入減少影響緩和交付金における 

現在積み立てている積立金の全額について、その返納を申し出ます。 
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・令和７年産の交付申請から、米穀の直接販売を行う申請者は、その数量等を確認できる
書類（販売伝票等）とあわせて、当該数量を取りまとめた一覧表の提出を必須とする
（令和８年４月改正予定）。

直接販売した米穀の数量報告書（一覧表）の提出必須化について

R６年産
・直接販売を行う申請者にあっては、審査の迅速化及び交付金の早期支払のため、その数
量等を「直接販売した米穀の数量報告書」（ナラシ_別紙参考様式第２号又は当該様式と同
様の事項を記載されたもの。）に整理するよう依頼していた（提出は任意）。

R７年産
・直接販売を行う申請者にあっては、原則、販売伝票等の確認書類とあわせて、数量報告
書又は当該様式と同様の事項が記載されたもの（以下、「一覧表」という。）を作成の上、
提出する（必須化）。
・販売伝票等の確認書類は協議会止まりとし、協議会は国に対し、交付申請書、一覧表及
びデータ（交付申請書の内容）を提出する。
・ナラシ_別紙参考様式第３号による書類の添付省略申出は引き続き使用可能とする。

【補足】
ゲタについては、販売伝票等が10枚以上ある場合、原則一覧表の提出を求めているが、

ナラシの原則提出の基準については、今後検討予定。
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直接販売した米穀の交付申請～審査・交付決定までの流れ
（協議会を経由する場合）

国

交付申請者
と事務委託
契約を締結

協議会
②
・確認書類（販売伝
票等）と一覧表の照
合・確認

・一覧表と交付申請
書の照合・確認

・交付申請書の内容
のデータ化
・確認書類（販売伝
票等）の保管

JA

交

付

申

請

者

・協議会は、交付申請者から提出された販売伝票等の確認書類とそれを基に作成された一覧表
及び交付申請書の内容を照合・確認した上で、交付申請書の内容をデータ化する。
・協議会は、一覧表、交付申請書及びデータを国に提出し、販売伝票等の確認書類を保管する。
・国は、協議会から提出された交付申請書等により審査・交付決定を行う。
・交付申請者と農協が事務委託契約を締結している場合、農協は協議会経由で交付申請書等を
提出する。

①交付申請書、
一覧表、確認
書類（販売伝
票等）の提出

４月１日～30
日まで

審査・
交付決定

③交付申請
書、一覧表、
データ
の提出

※本改正に伴う変更点に下線を付している。
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直接販売した米穀の交付申請～審査・交付決定までの流れ
（交付申請者から直接国に提出される場合）

④交付申請書、一覧表、
データの提出

①交付申請書、一覧表、確認書類（販売伝票等）の提出
４月１日～30日まで

審査・
交付決定

②交付申請書、一覧表、
確認書類（販売伝票等）
の回付

協議会交

付

申

請

者

・交付申請者から直接国に提出された場合は、国から協議会に交付申請書等を回付する。
・その後は、協議会が販売伝票等の確認書類とそれを基に作成された一覧表及び交付申請書の
内容を照合・確認した上で、交付申請書の内容をデータ化する。
・協議会は、一覧表、交付申請書及びデータを国に提出し、販売伝票等の確認書類を保管する。
・国は、協議会から提出された交付申請書等により審査・交付決定を行う。

国

※本改正に伴う変更点に下線を付している。

③
・確認書類（販売伝票等）
と一覧表の照合・確認

・一覧表と交付申請書の照
合・確認

・交付申請書の内容のデー
タ化
・確認書類（販売伝票等）
の保管
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参考様式９

地方農政局長　殿
北海道農政事務所長
沖縄総合事務局長

交付申請者　　住所
　　　　　　　　  　氏名

交付申請者管理コード
　　　－　　　－　　　－　　　－　　　－

１　玄米の販売対象数量

販売の相手先 銘柄名

販売（契約）年月日
※４月１日以降に販売
予定であるものは契約
年月日を記入する。

個数 販売対象数量（kg）

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

２　精米の販売対象数量

販売の相手先 銘柄名

販売（契約）年月日
※４月１日以降に販売
予定であるものは契約
年月日を記入する。

個数 販売対象数量（kg）

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日

小計

合計（①＋②）

玄米換算数量の小計（小計×110/100）（②）　※１kg未満切り捨て

　　年　　　月　　　日　

直接販売した米穀の数量報告書

小計（①）　※１kg未満切り捨て
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（注１）交付前年度末（収穫年の翌年の３月31日）までに販売したもの又は販売契約を締結して販売の対
象としたものの玄米又は精米の数量を、販売の相手先ごと、銘柄（例えば、令和〇年産特別栽培米○○
県産コシヒカリ玄米（又は精米）〇㎏詰め等）ごとに分けて、すべて記入してください。（同一の販売相手先
に係る販売契約が複数ある場合等において、同一販売先に係る記述が複数行にまたがっても構いませ
ん。）
（注２）精米については、販売対象数量の小計に、100分の110を乗じることにより換算した玄米数量を記
入してください。
（注３）１㎏未満の端数があるときには、小計（精米については、玄米換算数量の小計）の切り捨てにより
整理してください。販売対象数量の合計は、玄米の小計と精米の玄米換算数量の小計を合計して記入し
（注４）販売の相手先ごとの販売契約書、販売伝票等（当年産の銘柄ごとの販売（予定）年月日、販売対
象数量が確認できる書類）の写しを添付してください。（インターネットやＦＡＸ等による注文販売の場合
は、販売の相手先ごとの注文書の写し、注文者への送り状（代金請求書）、受領書等注文を受けて販売
の対象としたことの事実が確認でき る書類の写しで可。）
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